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今月号のあらまし 

 

Ⅰ 農協改革をめぐる情勢 

農協法改正案は８月２８日に参議院を通過し、成立した。参議院農林水産委

員会の締め括り質疑では安倍総理も出席し、答弁を行ったが、農協改革と農業

所得の増大がどう繋がるのか、最後まで明確な回答は無かった。なお、農水委

員会での採決の際には附帯決議が行われた。本附帯決議は、衆議院のものより

も更に踏み込んだ内容となっている。 

今後、改正農協法の成立に伴い、政省令の発出が予定されている。理事構成

に関する例外措置等が、与党での議論を経て、早ければ年内に公布される見込

みである。 

 

Ⅱ ＴＰＰ交渉をめぐる情勢 

７月３１日に閉会したＴＰＰ閣僚会合以降、二国間および複数国間における

事務レベル・閣僚級の協議が順次再開している。しかし、乳製品の市場アクセ

ス、バイオ医薬品のデータ保護期間、自動車の原産地規則等の交渉難航分野は

依然まとまる見込みが立っていないとされる。 

交渉の長期化が想定される中、交渉参加各国は９月下旬に閣僚会合を再開し

たい意向だが、交渉難航分野の決着が見通せない状況で開催に至るかどうかは

極めて不透明である。 

 

Ⅲ 平成２８年度政府予算及び税制改正をめぐる情勢 

農林水産省は８月３１日、平成２８年度予算概算要求を財務省に提出した。

概算要求の総額は、今年度予算比１４．８％増の２兆６，４９７億円となり、

農業農村基盤整備関連予算や、主食用米の需給安定のための飼料用米の支援拡

充などに重点が置かれている。 
また、平成２８年度税制改正については、農水省は、農地利用の効率化・高

度化を図るための農地保有に係る課税強化・軽減等や、都市農業振興基本法の

制定を受けた税制上の措置等を要望している。また、農協改革を受け、それに

伴う税制上の措置も要望している。 
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Ⅰ 農協改革をめぐる情勢 

― 農協法改正案、国会を通過、改正農協法が成立 ― 

 

１．参議院での審議の経過 

○ 農協法改正案は、８月２８日に参議院本会議にて採決が行われ、自民・公明・

維新などの賛成多数で可決・成立し、９月４日に公布された。参議院では、延

べ２４時間程度の審議が行われた。審議の経過は以下の通り。 

 

７月 ３日：参議院本会議にて審議入り 

７月 ９日：参議院農林水産委員会にて趣旨説明、審議入り 

７月１４日：質疑① 

７月３０日：質疑② 

８月 ４日：質疑③ 

８月 ６日：地方公聴会（富山） 

８月１８日：参考人招致① 

８月２０日：質疑④ 

８月２５日：参考人招致②、質疑⑤ 

８月２７日：締め括り質疑（安倍総理出席）、参院農水委員会にて可決 

（８月１８日以前の内容については、７・８月号を参照のこと） 

 

○ ２０日の質疑では、懸案事項である准組合員の利用規制についての質問や意

見が多く出た。林農相は、准組合員の事業利用調査の項目について、不安を払

拭するよう決定すべきとの声に対し、「関係者に意見を伺いながら適切に対応す

る」と述べた。 

 

○ 「農業所得の増大に最大限配慮する」と定めた第７条２項の改正が、職能組

合化の色合いを強め、将来の准組合員の利用規制に繋がるのではないかと懸念

する声に対しては、農水省の奥原経営局長は「つながらない」と否定した。 

 

○ また、この日の質疑で、従来から度々指摘されてきた「中央会がＪＡの自由

な経営を妨げている事実があるのか」という問いに対し、林農相は、「ゼロでは

ないが、ないという意見が大多数」と認めた。これについては、これまで政府

が中央会制度廃止の根拠として説明してきたが、その根拠が薄弱であったこと

が露呈された。 
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○ ２５日の参考人招致でも、准組合員の利用規制にかかる意見や疑問が相次い

だ。意見陳述者と、主な意見は以下の通り。 

 

・全国女性農業委員ネットワーク 伊藤委員長 

農業委員の半減は、業務に支障が出る。また、農業委員の公選制が廃止され

るのなら、農業者の信用が得られる代表制を確保してほしい。 

・青山学院大学 関名誉教授 

日本の総合農協は世界から高い評価を受けている。事業活動が地域社会に果

たす役割は重大で、国は協同組合組織を重要な社会的資本と認識すべき。 

・大妻女子大学 田代教授 

第７条２項の「農業所得の増大に最大限配慮」とあるのは、同条１項の「組

合員や会員への最大奉仕」と矛盾する。准組合員も組合員であり、適当でない。

また、准組合員の利用量調査は、規制ありきではなく、事前に項目や基準を明

らかにしてから行うべき。 

 

○ ２７日の締め括り質疑では、農協改革によって本当に農業所得が増えるのか、

准組合員の利用規制は行うのか、質問者は安倍総理の考えをただした。しかし、

総理は従来と同じような答弁に終始し、農業所得がどのように増えるのか、将

来的に准組合員は利用を規制される可能性があるのか、懸念を払拭する回答は

なかった。 

 

２．参議院での附帯決議について 

○ ２７日、与党・民主党・維新の党の協議の上、参議院の審議を踏まえた独自

の附帯決議（別紙１）が採決され、上述４党の賛成多数で採択された。衆議院

の附帯決議（内容は７月号参照のこと）より更に踏み込んだ内容となっている。

主な内容は以下の通り。 

 ① 准組合員利用の在り方の検討に際しては、以下を踏まえること。 

  ・農業者の経済的・社会的地位の向上を図るとした農協法第１条の目的を      

   踏まえる。 

  ・正組合員数と准組合員数との比較等を規制の理由としない。 

  ・関係者の意向を十分踏まえる。 

 ② 第７条の改正は、准組合員の利用を規制するものではないなど改正趣旨を   

   周知すること。 

 ③ 公認会計士への移行で費用負担が増えないよう、試験的な実証を行うなど 

   措置すること。また、農協監査士の専門性が活かされるよう配慮すること。 
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 ④ 農業団体に関する政策決定を含む、具体的な農業政策の決定に際しては、  

食料・農業・農村政策審議会の意見を尊重すること 

 

○ 附帯決議は、衆議院は１５項目、参議院は１６項目にも及んだ。内容的には

重複もあるが、別々に決議しており、それぞれ別個のものである。なお、衆参

ともに、附帯決議は法改正に伴う懸念に一定の配慮を行ったものであり、法的

拘束力はない。 

 

３．今後の見通し 

○ 改正農協法の成立に伴い、政省令（注）の発出が予定されている。省令で定め

る主な内容は以下の通り。なお、政令では会計監査人の監査を要しない組合の

範囲や、組織変更・再編に関する読替え規定等が措置される予定である。 

（注）政令や省令は、法改正等を受け、細かなルールを補ったり、実行手続きを定めたりす

るもの。発出に当たっては、国会審議の必要はないが、今回は現場への影響が大きい改

正であるため、与党と協議してまとめることとしている。 

 

理事構成の 

例外措置 

管内に認定農業者が少ない場合など、理事構成を見直す際の

例外的措置の内容。 

新たな農協 

監査士 

都道府県中央会において監査を行える者の資格に関し、試験

や選任方法、従来の農協監査士の位置づけ等。 

中央会の名称 全中と都道府県中が、現行通り中央会を名乗るために必要と

なる要件。 

株式の 

譲渡制限 

株式会社への転換が可能となった全農・経済連が、企業によ

る経営支配を防ぐための株式の譲渡制限。 

 

○ 省令は、理事構成に関する例外措置についての与党での議論などを経て、早

ければ年内に公布されると見られている。農水省は、関連省令について一括で

発出する意向であるが、適宜に出される形となる可能性もある。 

 

○ 一方、農業委員会の構成に関する省令は、改正農協法における理事構成に関

するものより先に検討される予定である。農業委員会は、今回の法改正で過半

を認定農業者とすることが原則となり、例外をどう定めるかが課題となってい

る。改正農協法でも、理事構成の例外をどう定めるかは課題であり、当該省令

が試金石になるという見方もあるため、注視が必要である。 
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Ⅱ ＴＰＰ交渉をめぐる情勢 

― 閣僚会合の日程見通せず、長期化の可能性も ― 

 
１．閣僚会合後の動向 

（１）二国間・複数国間による協議の再開等 

○ ７月２８～３１日に米国ハワイで開催された閣僚会合は、１２カ国が大筋合意

を目指して臨んだが、合意には至らなかった。その後、二国間および複数国間に

おける事務レベル・閣僚級の協議は、以下のとおり順次再開されている。現在の

ところ、膠着する交渉状況を打開する大きな進展があったとの報道はない。 

 

日程 結果等 

８月２０日 

Ø 米国ワシントンＤＣにて、米国、カナダ、メキシコの首席交渉
官等が会合を行い、ＴＰＰ交渉の残された課題について協議。 

Ø ＵＳＴＲの報道官は、「自動車分野の課題に関する建設的な会
合を行った」とし、合意を目指して作業を続けるとの報道。 

８月 
２０～２９日 

Ø 各国交渉官がメキシコに集まり、交渉が完了もしくは実質的に
完了しているいくつかの章について、法的な詰めの作業を行っ

たとの報道。 

８月 
２２～２４日 

Ø フロマン通商代表は、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）経済
大臣会合に合わせ、豪州、マレーシア、ＮＺ、ベトナム、ブル

ネイの担当閣僚と相次いで協議。 
Ø 協議の結果についてフロマン通商代表は、「二国間・複数国間
の協議で残された問題の着地点を見出す作業中であり、できる

だけ早期に合意したい」と述べるにとどめ、進展状況を明らか

にしなかったとの報道。 
８月下旬～ 
９月２日 

Ø 上院財政委員会のスタッフ等が、日本、ベトナム、マレーシア
を訪問し、ＴＰＰ交渉について議論を行っているとの報道。 

９月 
９日～１１日 

Ø 日米の実務者により、ＴＰＰ域内製の部品をどの程度使えば、
完成車が低関税の対象になるか（原産地規則）を協議。１０・

１１日はカナダとメキシコも参加したとの報道。 
 

○ また、日米両首脳は、８月２６日に電話会談を行い、「ＴＰＰの早期妥結に向

けて連携する」旨を確認したとされる。 

 

（２）残されている主な課題 

○ これまでの報道によると、現在残されている主要な課題として、乳製品の市場

アクセス、知的財産分野におけるバイオ医薬品のデータ保護期間、自動車の原産

地規則等が挙げられている。報じられている内容は以下の通り。 
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ア）乳製品 

Ø カナダは、全ての交渉参加国を対象に、飲用乳、バター、チーズ等を含む
幅広い乳製品の関税割当枠（生乳換算）を新たに提案した。 

Ø ＮＺや豪州は、製品単価の高い（生乳換算係数の高い）バターやチーズ等
の輸出拡大を目指している。米国はカナダに近く、生乳を輸出することが

可能で、米国からの飲用乳が関税割当枠の一定部分を占めることになれ

ば、輸出余地が相対的に減るとしてＮＺはカナダの提案に不満を示してい

る。 
Ø 日本は、ＮＺ、米国、豪州に対し、バターや脱脂粉乳の関税割当（低関税
輸入枠）を生乳換算で計７万トン程度設ける提案を行ったとされている

が、ＮＺはそれを大きく上回る水準を要求し、日本が拒否した。 
 
イ）知的財産（バイオ医薬品のデータ保護期間） 

Ø 全体交渉の鍵を握るバイオ医薬品のデータ保護期間については、米国が
「１２年」と主張する一方、多くの国が「５年以下」と主張し対立。 

Ø 「データ保護期間で米国が仮に８年をのむとすれば、市場アクセス交渉な
どで議会が納得するだけの大きな成果を得る必要がある」等、米国の譲歩

は全体の釣り合い次第との見方もある。 
 
ウ）自動車 

Ø 北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）の恩恵を享受し、米国への自動車分野の
輸出上位を占めるメキシコ及びカナダが、日米二国間で合意された原産地

規則の扱いに反発。 
Ø メキシコ自動車工業会のソリス会長は、日米合意は１年ほど前に米国、カ
ナダ、メキシコの自動車業界が共同で提案した原産地規則（ＮＡＦＴＡの

原産地比率６２．５％）よりも弱くなっており、「絶対に受け入れること

ができない」と主張している。 
 

エ）砂糖 

Ø 米国は、豪州に対し１５万２千トンの関税割当枠を与えるオファーを行っ
たとされているが、豪州のジョイス農業大臣は、米国が約３００万トン輸

入している現状を踏まえると「不十分」と批判。豪州の砂糖生産者団体は

７５万トンの割当枠を要求。 
Ø 豪州のロブ貿易大臣は、｢砂糖、バイオ医薬品及びＩＳＤＳは、我々にと
って、交渉を中止せざるを得ないような重大な課題｣と発言。 

Ø 他方、米国の砂糖輸入のうち約５０％のシェアを持つメキシコは、豪州提
案は全く受け入れられず、北米の甘味市場の｢微妙なバランス｣を崩すと反

対。 
 

 

２．今後の見通しとＪＡグループの対応 

○ 甘利ＴＰＰ担当相は９月１日、記者団に対し「来月、カナダで総選挙が予定さ

れており、これに関わってくる時期を越えてしまうと、かなり厳しい状況になる。
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相当な期間まとめることができないということになってしまう」と述べ、今月中

に大筋合意できなければ交渉が長期化するおそれがあるという認識を示した。 

 

○ 米国の手続き規定では、大筋合意から署名まで少なくとも３カ月かかる（９０

日ルール）。９月中に大筋合意できれば署名は年内に済ませられるが、大筋合意

が遅れれば署名は年を越すことになる。大統領選の予備選が本格化するなか、Ｔ

ＰＰ交渉が政争の具となる可能性があるため、「来年になれば、署名すらおぼつ

かないだろう」（交渉関係者）との見方も出ている。 

 

○ また、カナダは１０月１９日に総選挙を控えている関係上、最終カードを切る

情勢にないとも報じられている。 

 

○ ＴＰＰ交渉参加国は、米国やカナダなどの各国の今後の政治日程を考慮し、今

月中が交渉期限との見方を強めており、９月下旬に閣僚会合の開催を模索してい

るとの報道がある。調整は米国が行っている模様である。 

 

○ ただし、ＴＰＡ法により米国議会の関与が強化された（注）とも言われるなか、

次回会合の開催には米国議会が求める優先事項について一定の進展がなされる

ことが前提となると見られているが、争点となっている乳製品、医薬品のデータ

保護期間、自動車等の課題は、米国業界団体や労働組合の抵抗が依然強いことな

どもあり、９月下旬までに打開が図られる見通しは立っていない。 

（注）２０１５年ＴＰＡ法では、米議会の上・下院どちらかの判断で、ファストトラック（議

会は賛否のみを採決する仕組み）の適用を取りやめるという新たな仕組みが規定されて

おり、米国議会の関与がより強まったとする見方がある。 

 

○ 日米に加え、メキシコ、カナダも参加して９月１１日まで行われた自動車の原

産地規則をめぐる実務者協議でも各国の溝は埋まらなかった。甘利ＴＰＰ担当相

は「非常に厳しい話し合いとなっている」と述べ、交渉は依然難しい状況にある

ことをにじませた。 

  

○ こうした状況下では、９月下旬に閣僚会合を開催できるかは不透明であり、次

回はカナダ総選挙以降となることも想定される。ＴＰＰ交渉参加国の閣僚・首脳

が一堂に会する１１月中旬のＡＰＥＣ関連会合や、１２月中旬のＷＴＯ閣僚会合

について、会合の持ち方等を含め、情勢を注視していく必要がある。 

 

○ ＪＡグループは引き続き、政府に対し交渉内容と国会決議との整合性を問うと

ともに、政府の前のめりの姿勢を正し、国会決議の遵守を求めていく。 
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【今後のＴＰＰ関連日程等】 

９月１５日～ 第７０回国連総会（米国・ニューヨーク） 
１０月１９日 カナダ総選挙 
１１月１５～１６日 Ｇ２０首脳会合（トルコ） 
１１月１６～１７日 ＡＰＥＣ閣僚会合（フィリピン・マニラ） 
１１月１８～１９日 ＡＰＥＣ首脳会合（フィリピン・マニラ） 
１２月１５～１８日 ＷＴＯ第１０回閣僚会合（ケニア） 
２０１６年３月１日 米国１１州の大統領指名予備選（スーパーチューズデー） 
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Ⅲ 平成２８年度政府予算及び税制改正をめぐる情勢 

― 農水省 総額２兆６,４９７億円と大幅な増額要求 ― 

 
１．２８年度政府予算をめぐる情勢 

（１）予算概算要求 

○ ２８年度予算概算要求が、８月３１日、各省庁から財務省へ提出された。

安倍政権が成長戦略と位置づける、女性の活躍推進や省エネの拡大、農業改

革対策など、予算の要求総額は１０２兆４，０００億円と過去最大となった。 
 
○ 政府では、今後、１２月末の予算編成に向けて、財務省査定や骨太の方針・

日本再興戦略等を踏まえた特別要望枠（「新しい日本のための優先課題推進

枠」）の検討が行われる。 
 

（２）農業関係予算 

○ 自民党は、８月上旬より、農林水産戦略調査会・農林部会合同会議を開催

し、農水省の予算の検討状況を協議するとともに、８月２５日には農林関係

団体ヒアリングを行い、同日概算要求案を了承した。 
 
○ ２８年度の農林水産予算の概算要求は、今年度予算比１４．８％増の２兆

６，４９７億円となり、前年度に続いて、政権交代前の予算水準復元に向け

た大幅な増額要求となった。（別紙１） 
 
○ 今般の要求は、「農林水産業・地域の活力創造プラン」及び「食料・農業・

農村基本計画」に基づくものとなっており、とりわけ、民主党政権で大幅削

減された農業農村整備関連予算の復活や、主食用米の需給安定のため作付け

を拡大する飼料用米の支援拡充などに重点が置かれている。（詳細は別紙２） 

Ø 水田活用の直接支払交付金         3,177億円（2,770億円） 

Ø 農業農村整備事業             3,372億円（2,753億円） 

Ø 農地耕作条件改善事業            359億円（ 100億円） 

Ø 農山漁村地域整備交付金          1,243億円（1,067億円） 

Ø 強い農業づくり交付金            345億円（ 231億円） 

Ø 農地中間管理機構による農地の集積・集約化  124億円（ 190億円） 

Ø 新規就農・経営継承総合支援事業       229億円（ 195億円） 

Ø 畜産収益力強化対策             350億円（  75億円） 

Ø 畜産・酪農生産力強化対策事業《新規》     20億円（  －  ） 
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Ø 先端ロボットなど革新的技術の開発・普及    41億円（  14億円） 

Ø 食文化発信による海外需要フロンティア開拓の加速化《新規》 12億円（ － ） 

Ø 輸出対応型施設の整備            174億円（ 118億円） 

 
○ 「新しい日本のための優先課題推進枠」としては、４，５２１億円が要求

された。その中には、農業農村整備事業８７３億円や、多面的機能支払交付

金５１２億円、農地耕作条件改善事業３５９億円等が含まれている。（別紙３） 
 
○ また、農協改革に関連して、新規で「農協監査・事業利用実態調査」が１．

５億円要求されているが、詳しい調査項目や実施主体については不明である。

（別紙４） 
 

（３）ＪＡグループの取り組み  

○ ＪＡグループは、７月の全中理事会において決定した「平成２８年度農業

関係予算に関する要請」に基づき、８月１８日に公明党の農林水産部会、２

５日には自民党の農林部会・農政推進協議会において要請を行った。 
 
○ 今後も、政府・与党の動向に注意を払いつつ、１２月までの予算編成に向

け、平成２８年度農業関係予算に関する要請に基づいて、品目別・課題別に

政府・与党への働きかけを行っていく。 
 
２．２８年度税制改正をめぐる情勢 

○ ２８年度税制改正については、８月下旬の自民党・公明党の各部会での検

討を経て、８月３１日に各省庁より財務省に要望が行われた。 
 
○ 政府税制調査会は、７月より先行して議論を始めており、経済社会や世代

間バランスの変化をふまえた個人所得課税等の見直しを中心テーマに、現在、

外部有識者ヒアリングを行っている。昨年度は公益法人・協同組合の法人税

課税見直しが俎上に上がっており、本年も動向には注視が必要である。 
 
○ ２９年４月に予定されている消費増税について、財務省は「還付制度」を

軽減税率に代わる案として提示した。飲食料品の購入時、１０％の消費税の

うち２％分をマイナンバーカードにポイントとして付与、一定以上ポイント

が貯まると申請を経て口座に相当額が還付される仕組みを想定している。た

だし、セキュリティ上の問題や、還付金額の上限等を巡って、与党の合意や

国民理解も得られておらず、導入の是非については議論が紛糾している状況

にある。 
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（１）農業関係税制 

○ 自民党は８月２５日の農林水産戦略調査会・農林部会合同会議において、

農水省の要望項目が了承した。今後は、例年通りであれば、１０月頃にＪＡ

グループなど関係団体からの要望ヒアリングが行われる見込みである。 
 
○ 農水省の２８年度税制要望のうち、主な内容は次のとおりである。 

≪新規要望≫ 

Ø 農地中間管理機構への貸付けなど農地の利用の効率化及び高度化の促
進を図るための農地の保有に係る課税の強化・軽減等（固定資産税等） 

Ø 都市農業振興基本法の制定を受けた税制上の措置（複数税目） 

Ø 農協改革等に伴う税制上の措置（複数税目） 

＜期限延長の要望、昨年から継続の要望＞ 

Ø 協同組合等の法人税率の引き下げ（法人税） 

Ø 農業協同組合等の合併に係る課税の特例措置の３年延長（法人税） 

Ø 受取配当等の益金不算入割合の引上げ［農業協同組合等］（法人税） 

※金融庁等２省庁共管 

Ø 再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置の拡充及び２年延長（固定
資産税） ※経産省等５省庁共管 

Ø グリーン投資減税の２年延長及び拡充（対象設備に木質バイオマス発電
設備等を追加）（所得税・法人税） ※経産省等５省庁共管 

 

○ 都市農業関係では、農水省以外に国土交通省及び内閣府が次の要望を行っ

た。 
国交省：都市農業振興基本法の制定を受けた都市農地・緑地に係る所要の 

措置（相続税・固定資産税等）   

内閣府：都市農業振興基本法に関する所要の税制措置の検討（国税、地方

税） 

 

（２）ＪＡグループの取り組み 

○ ＪＡグループは８月１８日に、７月の全中理事会で決定した「平成２８年

度税制改正要望」に基づき、公明党の農林水産部会で要請を行った。今後、

年末の与党税制改正大綱決定までの間、関係団体とも十分に連携をはかりな

がら、与党農林議員および税調幹部を中心に働きかけを行う。 

 
○ 農協改革等に伴う税制上の措置については、「中央会の組織変更等にあたっ
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ての法人課税における配慮」をＪＡグループの要望に盛り込んでいる。 

 
○ 協同組合にかかる法人課税の見直しについては、協同組合等に適用される

法人税率の連動引き下げや、受取配当の協同組合への配慮措置などが農水

省・金融庁等の省庁要望に盛り込まれている。 
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